
告

示

(

第
千
四
百
六
十
七
号)

○
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

緑
化
推
進
課)

一

福
岡
県
告
示
第
千
四
百
六
十
七
号

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
八
月
一
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程

(

昭
和
五
十
四
年
十
一
月
福
岡
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

別
表
五｣

を

｢

別
表
四｣

に
改
め
る
。

別
表
一
か
ら
別
表
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

� � � � ���������	 
�	�

目

次

告

示

�
�

�
�

�
�

�
�

	



�

�


�
�

�

�
�

�

����� ���

����	 ���
��	



� � � � ���������	 
�	 ����� ��� �

別表１ 育成林整備事業

事 業 の 区 分 事業主体 事業の規模 補助金の額 事業の実施要件

公

的

森

林

整

備

推

進

事

業

育

成

単

層

林

整

備

整理伐 市町村､ 森林整備
法人､ 林業 (造林)
公社及び民間資金等
の活用による公共施
設等の整備等の促進
に関する法律 (平成
11年法律117号) の
規定に基づき選定さ
れた事業者 (ＰＦＩ
事業者)

１施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上

当該事業に要
した経費につい
て､ 知事が査定
した額の50パー
セント

市町村森林整備事業計画に基
づき行う事業とする｡ ただし､
ＰＦＩ事業者については､ 対象
を市町村有林で行うものに限る
｡
また､ 長期育成循環整備につ
いては､ 分収方式によるものを
除く｡
なお､ 分収方式解除後の森林
施業は､ 森林整備法人が､ 分収
林契約の契約期間の中途で当該
契約を解除した後に継続して実
施するものを対象とする｡

単層林改良

人工造林 １施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上
１事業主体につき､ 4.0

ヘクタール以上

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

特定高齢級間伐

枝打ちａ・ｂ

天
然
更
新
型

下刈 １施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上雪起こし

除伐

間伐

特定高齢級間伐

育成単層林作業道

育

成

複

層

林

整

備

整理伐

人工林整理伐

受光伐
抜き伐り

枝払い

樹下植栽等

複層林改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成複層林作業道

機能増進保育
抜き伐り等 １施行地につき､ 0.1ヘ

クタール以上
１事業主体につき､ 4.0

ヘクタール以上

機能増進保育作業道

特定間伐

間伐

枝打ち

林床保全整備

特定間伐作業道

長

期

育

成

循

環

整

備

誘導伐
抜き切り

枝払い

樹下植栽等

長期育成循環改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

長期育成循環作業道

付帯施設
等整備

鳥獣害防
止施設等
整備

鳥獣害防止施設等

標識類等
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流

域

育

成

林

整

備

事

業

育

成

単

層

林

整

備

整理伐 地方公共団体､ 森
林組合､ 生産森林組
合､ 森林整備法人､
民法 (明治29年法律
第89号) 第34条の規
定により設立された
公益法人､ 森林法施
行令 (昭和26年政令
第276号) 第11条第
７号に掲げる特定非
営利活動法人等及び
森林法施行令第11条
第８号に規定する団
体､ 森林施業計画の
認定を受けた者及び
市町村と森林整備に
関する協定を締結し
た森林所有者

１施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上

当該事業に要
した経費につい
て､ 知事が査定
した額の40パー
セント

市町村森林整備事業計画に基
づき行う事業とする｡単層林改良

人工造林 １施行地につき､ 0.1ヘクター
ル以上
１事業主体につき､ 4.0ヘクタ

ール以上 (ただし､ 生産森林組
合が事業主体の場合には3.0ヘク
タール以上､ 森林施業計画の認
定を受けた者､ 市町村と森林整
備に関する協定を締結した森林
所有者及び森林法施行令第11条
第７号に掲げる特定非営利活動
法人等が事業主体の場合には0.5
ヘクタール以上)

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

特定高齢級間伐

枝打ちａ・ｂ

天
然
更
新
型

下刈 １施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上雪起こし

除伐

間伐

特定高齢級間伐

育成単層林作業道

育

成

複

層

林

整

備

整理伐

人工林整理伐

受光伐
抜き伐り

枝払い

樹下植栽等

複層林改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成複層林作業道

機能増進保育
抜き伐り等 １施行地につき､ 0.1ヘ

クタール以上
１事業主体につき､ 4.0

ヘクタール以上 (ただし､
生産森林組合が事業主体の
場合には3.0ヘクタール以
上､ 森林施業計画の認定を
受けた者､ 市町村と森林整
備に関する協定を締結した
森林所有者及び森林法施行
令第11条第７号に掲げる特
定非営利活動法人等が事業
主体の場合には､ 0.5ヘク
タール以上)

機能増進保育作業道

特定間伐

間伐

枝打ち

林床保全整備

特定間伐作業道

長

期

育

成

循

環

整

備

誘導伐
抜き切り

枝払い

樹下植栽等

長期育成循環改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

長期育成循環作業道

付
帯
施
設
等
整
備

林内作業場等

林床保全整備

高性能林業機械作業道

鳥獣害防止施
設等整備

鳥獣害防止施設等

標識類等
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別表２ 共生環境整備事業

事 業 の 区 分 事業主体 事業の規模 補助金の額 事業の実施要件

森
林
空
間
総
合
整
備
事
業

全 体 計 画 調 査
市町村 概ね50ヘクタール以上の

まとまりのある森林
当該事業に要した実

行経費の70パーセント
市町村森林整備事業計画に基
づき行う事業とする｡

共
生
林
整
備

樹木等の植栽・播種 当該事業に要
した標準経費の
70パーセント

雑草木の除去

不用木の除去・不良木の淘汰

枝葉の除去

林間広場整備

土壌条件の改良

付
帯
施
設
整
備

標識類整備 当該事業に要
した実行経費の
70パーセント

林内作業場整備

駐車場整備

防火施設整備

渓流路整備

環境教育促進施設整備

健康増進広場整備

健康促進施設整備
林内歩
道等整
備

林内歩道

森林空間作業道

用地等
取得

土地取得 当該事業に要した実
行経費の40パーセント立木竹取得

絆
の
森
整
備
事
業

全 体 計 画 調 査
行政支援タイプは､

市町村
市民主導タイプは､

森林施業計画の認定を
受けた者 (森林所有者
及び森林組合その他林
業事業体を除く｡ ) 及
び森林法施行令第11
条第７号に掲げる特定
非営利活動法人等
市民開放タイプは､

森林所有者のうち森林
施業計画の認定を受け
た者又は市町村との森
林整備に関する協定を
締結した森林所有者
野生生物共生林整

備は､ 市町村､ 森林
所有者､ 森林組合､
生産森林組合､ 森林
組合連合会､ 森林整
備法人､ 森林法施行
令第11条第７号に掲げ
る特定非営利活動法
人等､ 森林法施行令
第11条第８号に規定す
る団体及び森林施業計
画の認定を受けた者

１施行地の面積が､ 0.1
ヘクタール以上かつ５ヘク
タール以上のまとまりがあ
る森林

当該事業に要した実
行経費の70パーセント

市町村森林整備事業計画に基
づき行う事業とする｡

共
生
林
整
備

樹木等の植栽・播種 当該事業に要
した標準経費の
70パーセント

雑草木の除去

不用木の除去・不良木の淘汰

枝葉の除去

林床整備
ビ オ ト
ー プ の
森整備

水辺環境整備

原植生回復整備

付
帯
施
設
整
備

標識類整備 当該事業に要
した実行経費の
70パーセント

林内作業場整備

駐車場整備

防火施設整備

機能保持施設整備

給排水施設整備

休憩施設整備

防護柵等整備

渓流路整備
林内歩
道等整
備

林内歩道

絆の森作業道

用地等
取得

土地取得 市町村 当該事業に要した実
行経費の40パーセント立木竹取得
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別表３ 機能回復整備事業

事 業 の 区 分 事業主体 事業の規模 補助金の額 事業の実施要件

保

全

松

林

緊

急

保

護

整

備

事

業

保全松
林健全
化整備

衛
生
伐

不用木等の除去・処
理

市町村､ 森林所
有者､ 森林組合､
生産森林組合､ 森
林組合連合会､ 森
林整備法人及び森
林法施行令第11条
第８号に規定する
団体

１施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上

当該事業に
要した標準経
費の70パーセ
ント

松くい虫被害対策事業実施
要領 (平成９年４月１日付け
９林野造第82号林野庁長官通
知) に基づき公益的機能の高
い健全な松林の整備を行う事
業とする｡衛生伐作業道

松

林

保

護

樹

林

帯

造

成

育
成
単
層
林
整
備

整理伐 松くい虫被害対策事業実施
要領に基づき樹種転換を行う
事業とする｡

単層林改良

人工造林

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

土壌改良

育成単層林作業道

育
成
複
層
林
整
備

整理伐

複層林改良

保

育

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

土壌改良

育成複層林作業道
付
帯
施
設
等
整
備

鳥獣害
防止施
設等整
備

鳥獣害防止施設
等

標識類等

特

定

森

林

特
定
林
地
改
良

改 良 市町村､ 森林所
有者､ 森林組合､
生産森林組合､ 森
林組合連合会､ 森
林整備法人及び森
林法施行令第11条
第８号に規定する
団体

１施行地につき､ 0.1ヘ
クタール以上

当該事業に
要した標準経
費の70パーセ
ント

市町村森林整備事業計画に
基づき行う事業とする｡特定林地改良作業道

付
帯
施
設
等
整
備

鳥獣害
防止施
設等整
備

鳥獣害防止施設
等

標識類等

耕
作
放
棄
地

育
成
単
層
林
整
備

整理伐 市町村 当該事業に
要した経費に
ついて､ 知事
が査定した額
の40パーセン
ト

単層林改良

人工造林

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

枝打ちａ・ｂ

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成単層林作業道

整理伐

受光伐
抜き伐り

枝払い
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被

害

地

等

森

林

整

備

事

業

育
成
単
層
林
整
備

整理伐 市町村､ 森林所
有者､ 森林組合､
生産森林組合､ 森
林組合連合会､ 森
林整備法人及び森
林法施行令第11条
第８号に規定する
団体

１施行地につき0.1ヘク
タール以上
１事業主体につき､ 0.5

ヘクタール以上

当該事業に
要した経費に
ついて､ 知事
が査定した額
の40パーセン
ト

森林被害の復旧等諸々の条
件に応じた森林造成等を行う
事業とする｡ ただし､ 市町村
が事業主体となることができ
るのは､ 森林整備協定造林と
して行う場合に限る｡ また､
森林所有者が育成単層林整備
の保育 (植栽型) (倒木起こし
を除く｡) を行う場合は､ 保安
林等に限る｡

単層林改良

人工造林

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成単層林作業道

育
成
複
層
林
整
備

整理伐

受光伐
抜き伐り

枝払い

樹下植栽等

複層林改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成複層林作業道

機能増進保育
抜き伐り等

機能増進保育作業道
付
帯
施
設
等
整
備

鳥獣害
防止施
設等整
備

鳥獣害防止施設
等

標識類等

造

成

事

業

等
森
林
造
成
育
成
複
層
林
整
備

樹下植栽等

複層林改良

保

育

植

栽

型

下刈

雪起こし

倒木起こし

除伐

間伐

天
然
更
新
型

下刈

雪起こし

除伐

間伐

育成複層林作業道

付
帯
施
設
等
整
備

生育環境補完整備

林内作業場及び林内か
ん水施設整備
鳥獣害
防止施
設等整
備

鳥獣害防止施設
等

標識類等

造
林
未
済
地
緊
急
造
林

育
成
単
層
林
整
備

人工造林

保

育

植

栽

型

下刈



� � � � ���������	 
�	 ����� ����

別表４ 長期作業道及び作業道等

事 業 の 区 分 事業主体 事業の規模 補助金の額 事業の実施要件

長
期
間
継
続
使
用
作
業
道

育成単層林作業道
育成複層林作業道
機能増進保育作業道
特定間伐作業道
長期育成循環作業道
森林空間作業道
絆の森作業道
高性能林業機械作業道
特定林地改良作業道
衛生伐作業道

該当する事業に
準じる｡

下刈を除く造林予定面
積が概ね３ヘクタール以
上

当該事業に
係る補助率と
する｡

当該補助対象造林事業の実
施面積１ヘクタ－ル当りの延
長は､ 概ね300メートルを限度
とする｡
また､ 各事業計画期間内で

の造林計画の達成が確実であ
ること｡

上
記
以
外
の
作
業
道
等

作業道等 該当する事業に
準じる｡
ただし､ 森林所

有者が事業主体と
なれるのは､ 車道
幅員1.8メートル未
満のもののみ｡

下刈を除く造林予定面
積が概ね３ヘクタール以
上
ただし､ 車道幅員1.8メ

ートル未満のものについ
ては､ 当該面積が採択規
模以上

造林計画の期間は３年以内と
し､ 当該補助対象造林事業の実
施面積１ヘクタ－ル当りの延長
は､ 車道幅員1.8メートル以上
については概ね300メートル､
車道幅員1.8メートル未満につ
いては概ね500メートルを限度
とする｡
また､ 各事業計画期間内での
造林計画の達成が確実であるこ
と｡
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別
表
五
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
規
定
は

、
平
成
十
九
年
度
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。
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